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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　話者を正面から撮像するカメラと、図形描画装置と、表示画面を有し、前記図形描画装
置により生成された図形データを前記表示画面に表示し、前記カメラによる話者の撮像映
像データと前記表示画面に表示した図形データを送受信するテレビ電話装置であって、
　送信する図形データ又は受信した図形データを左右反転処理する反転処理部を備え、
　受信した送信話者の左右反転処理がなされていない映像データと前記反転処理部により
左右反転処理がなされた図形データとを重畳して前記表示画面に表示することを特徴とす
るテレビ電話装置。
【請求項２】
　前記反転処理部は、前記図形データ中の、送信話者によって指定された表示領域に表示
された図形を更に再反転する処理を実行することを特徴とする請求項１に記載のテレビ電
話装置。
【請求項３】
　前記反転処理部は、前記図形データ中の、送信話者によって指定された表示領域に表示
された図形そのものについては反転処理を実行しないことを特徴とする請求項１に記載の
テレビ電話装置。
【請求項４】
　前記図形描画装置が、通信相手のテレビ電話装置の図形データにアクセスし、当該図形
データの内容を編集することを特徴とする請求項１～３の何れかに記載のテレビ電話装置
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。
【請求項５】
　定型文を表示するための複数のボタンをさらに具備し、該ボタンのいずれかがユーザに
より押された場合に、押されたボタンに対応する定型文を、前記ボタンの高さに対応する
高さの他のテレビ電話装置における位置に表示させることを特徴とする請求項１～４の何
れかに記載のテレビ電話装置。
【請求項６】
　通話前に前記表示画面に前記話者の映像をキャリブレーション用に左右反転させて表示
することを特徴とする請求項１～５の何れかに記載のテレビ電話装置。
【請求項７】
　前記表示画面にタッチセンサを具備して前記図形描画装置を装備することを特徴とする
請求項１～６の何れかに記載のテレビ電話装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、文字列や図等の描画装置を備えたテレビ電話装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光ファイバーによる家庭向けのデータ通信サービス（FTTH：Fiber To The Home）の普
及に伴い、映像データ及び音声データを送受信するテレビ電話装置が一般家庭にも普及し
つつある。そして、テレビ電話装置のユーザの利便性を高める技術が様々提案されている
。その一例として、特許文献１には、話者自らの映像を当該話者のテレビ電話装置に表示
することで、当該話者自身が自らの映像を確認できるテレビ電話装置が提案されている。
【０００３】
　ユーザの利便性をより高めるため、テレビ電話装置のユーザである話者の撮像映像デー
タ（以下、映像データと記す）と共に、文字列、表、図などの図形データを送信すれば、
話者と相手とのコミュニケーションを円滑に進めることができる。また、話者が図形を指
示し説明している映像データと共に、図形データを送信すれば、コミュニケーションがよ
り円滑になり、話者の状況がリアルに伝達できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１－２９３７８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　通常、図１３に示すように、テレビ電話装置１００は、カメラ１０１、マイク１０２、
相手の映像データを表示する表示画面１０３を備え、カメラ１０１は、表示画面１０３と
対面する話者の正面を撮像する。
【０００６】
　図１４（Ａ）は、話者Ｓが、テレビ電話装置１００を用いて、相手Ｃとテレビ電話を行
う様子を、話者Ｓの背中側から見た様子を示している図で、テレビ電話装置１００の表示
画面１０３には相手Ｃが表示される。
【０００７】
　ここで、図１４（Ｂ）に示すように、話者Ｓが、縦長の図形Ｇ０の図形データをテレビ
電話装置１００に生成させ、表示画面１０３の右上に表示させ、その後、右手人差し指で
、図形Ｇ０を指示する状況を想定する。前記図形データは、相手Ｃのテレビ電話装置に送
信される。
【０００８】
　この場合、図１４（Ｃ）に示すように、右手を挙げた話者Ｓの映像が、相手Ｃのテレビ
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電話装置１００’の表示画面１０３’に表示されるが、図形Ｇ０はそのまま画面右側に表
示されることにより、図形Ｇ０を指示する話者Ｓの映像の右手人差し指位置（画面左側）
と、図形Ｇ０の表示位置とが一致（対応）せず、相手Ｃは、違和感を持つ。
　例えば、表示画面１０３に図形描画用の表示画面（タッチパネル）を設け、話者Ｓが表
示画面１０３に図形を描画している映像データと共に、当該図形の図形データを相手Ｃの
テレビ電話装置１００’に送信・表示する場合も同様である。
【０００９】
　本発明は、このような違和感を生じさせない話者の映像データと図形データを送受信す
るテレビ電話装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　第１の技術手段は、話者を正面から撮像するカメラと、図形描画装置と、表示画面を有
し、前記図形描画装置により生成された図形データを前記表示画面に表示し、前記カメラ
による話者の撮像映像データと前記表示画面に表示した図形データを送受信するテレビ電
話装置であって、送信する図形データ又は受信した図形データを左右反転処理する反転処
理部を備え、受信した送信話者の左右反転処理がなされていない映像データと前記反転処
理部により左右反転処理がなされた図形データとを重畳して前記表示画面に表示すること
を特徴とするテレビ電話装置である。
【００１１】
　第２の技術手段は、第１の技術手段において、前記反転処理部は、前記図形データ中の
、送信話者によって指定された表示領域に表示された図形を更に再反転する処理を実行す
ることを特徴とする。
【００１２】
　第３の技術手段は、第１の技術手段において、前記反転処理部は、前記図形データ中の
、送信話者によって指定された表示領域に表示された図形そのものについては反転処理を
実行しないことを特徴とする。
【００１３】
　第４の技術手段は、第１～第３のいずれかの技術手段において、前記図形描画装置が、
通信相手のテレビ電話装置の図形データにアクセスし、当該図形データの内容を編集する
ことを特徴とする。
【００１４】
　第５の技術手段は、第１～第４のいずれかの技術手段において、定型文を表示するため
の複数のボタンをさらに具備し、該ボタンのいずれかがユーザにより押された場合に、押
されたボタンに対応する定型文を、前記ボタンの高さに対応する高さの他のテレビ電話装
置における位置に表示させることを特徴とする。
　また、第６の技術手段は、第１～第５のいずれかの技術手段において、通話前に前記表
示画面に前記話者の映像をキャリブレーション用に左右反転させて表示することを特徴と
する。
　第７の技術手段は、第１～第６のいずれかの技術手段において、前記表示画面にタッチ
センサを具備して前記図形描画装置を装備することを特徴とする。
 
【発明の効果】
【００１５】
　本発明により、話者が表示図形を指して通話したり、話者が図形を描画しながら通話す
る場合、図形を指示／描画する話者の映像と、当該図形の位置が一致し、更に、文字列な
どが鏡文字にならないので、違和感なく円滑なコミュニケーションが可能になる。また、
相手に話者の状況をリアルに伝達できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係るテレビ電話装置の機能ブロック図の一例である。
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【図２】本発明に係るテレビ電話装置の詳細を説明するための第１の図である。
【図３】本発明に係るテレビ電話装置の詳細を説明するための第２の図である。
【図４】本発明に係るテレビ電話装置の他の機能ブロック図の一例である。
【図５】送信用データを説明するための概略図である。
【図６】本発明に係るテレビ電話装置の他の機能ブロック図の一例である。
【図７】本発明に係るテレビ電話装置を用いた運用例を説明する第１の図である。
【図８】本発明に係るテレビ電話装置を用いた運用例を説明する第２の図である。
【図９】本発明に係るテレビ電話装置を用いた運用例を説明する第３の図である。
【図１０】本発明に係るテレビ電話装置を用いた運用例を説明する第４の図である。
【図１１】本発明に係るテレビ電話装置を用いた運用例を説明する第５の図である。
【図１２】本発明に係るテレビ電話装置の他の構成の一例を説明するための図である。
【図１３】本発明の解決課題を説明するための第１の図である。
【図１４】本発明の解決課題を説明するための第２の図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　（実施例１）
　図１は、本発明に係るテレビ電話装置１の機能ブロック図であり、１１は、話者を正面
から撮像し、当該話者の映像データを生成するカメラ、１２は、話者の発話に係る音声デ
ータを生成するマイクである。
　１３は、液晶パネル等から構成されるモニタ（表示画面）である。
【００１８】
　図形描画装置１４は、例えば、タッチセンサ（図示せず）等から構成されるタッチパネ
ル（図示せず）を備え、タッチパネルが出力したタッチ座標値に基づき、プレーンメモリ
１５の描画用プレーンメモリ１５ａを用いて、図形データを生成する。
　プレーンメモリ１５の映像用プレーンメモリ１５ｂには、カメラ１１が出力した映像デ
ータが記憶（展開）される。
【００１９】
　１６は、左右反転処理部で、図形用プレーンメモリ１５ａの図形データに左右反転処理
を実行する。なお、図形データの左右反転処理は、従来から提案されている様々な方法を
用いることができる。なお、モニタ１３には、左右反転処理を実行する前の図形データが
表示される。
【００２０】
　１７は、領域指定部で、左右反転処理部１６に、送信話者によって指定された、表示領
域に係る座標値を出力する。この時、指定領域は、矩形にすることが好ましい。
【００２１】
　左右反転処理部１６は、前記領域に係る座標値を受信した場合、図形用プレーンメモリ
１５ａの図形データにアクセスし、当該領域内の図形（描画）データについて、再度、左
右反転処理を実行する（後述、図３を参照）。又は、当該領域内の図形データそのものに
ついては、左右反転処理を実行しないようにする。
　即ち、左右反転処理部１６は、図形用プレーンメモリ１５ａの図形データ中の、送信話
者によって指定された表示領域に表示された図形を更に再反転する処理を実行する。又は
、前記図形データ中の、送信話者によって指定された表示領域に表示された図形そのもの
については反転処理を実行しない。
【００２２】
　このようにするのは、例えば、文字列などの図形データを左右反転させて表示した場合
、当該文字列そのものが左右反転して表示されてしまい、当該文字列の可読性が著しく低
下するからである。
【００２３】
　１８は、データ重畳部で、図形用プレーンメモリ１５ａの図形データ、映像用プレーン
メモリ１５ｂの映像データ、及び、マイク１２が出力した音声データを重畳（合成）し、
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送信用データ生成部１９に出力する。
【００２４】
　送信用データ生成部１９は、受信した前記データに、ヘッダ情報を付加する等の送信用
処理を施し、送信用データを生成し、送信制御部２０に出力する。
　送信制御部２０は、受信した前記送信用データの送信処理を制御し、ネットワークＩ／
Ｆ２１を介して、相手Ｃのテレビ電話装置に、当該データを送信する。
　ネットワークＩ／Ｆ２１は、相手Ｃのテレビ電話装置に接続されるネットワークに対す
るインターフェイス機能を提供する。
【００２５】
　次に、図２、図３を用いて、本発明に係るテレビ電話装置１の詳細について説明する。
　図２は、話者Ｓがテレビ電話装置１を操作する様子などを説明する図、図３は、プレー
ンメモリ１５に記憶されたデータのイメージ図である。
【００２６】
　話者Ｓが、例えば、タッチパネル（図形描画装置１４）が設けられたモニタ１３をタッ
チして、図２（Ａ）に示すように、モニタ１３の左上に左右非対称の図形Ｇ１を、右上に
文字列“トホ”Ｇ２を含む図形を描画する等して表示する。すると、図３（Ａ）に示すよ
うに、図形描画装置１４は、図形用プレーンメモリ１５ａに、左右非対称の図形Ｇ１、文
字列“トホ”Ｇ２を含む図形データを生成する。なお、同時に、カメラ１１は、話者Ｓを
撮像し、映像データを生成している（図３（Ｅ）参照）。
【００２７】
　そして、話者Ｓが、図２（Ｂ）に示すように、例えば、文字列Ｇ２を囲うように当該文
字列の周辺をタッチして、当該文字列の領域を定めた後、当該領域内をダブルクリックの
ように短時間（例えば１秒）以内に２回タッチ（ダブルタッチ）することにより当該文字
列の領域Ａを指定する。すると、領域指定部１７は、左右反転処理部１６に、話者Ｓによ
って指定された領域Ａに係る座標値を出力する。前記座標値は、図３（Ｂ）に示す図形用
プレーンメモリ１５ａにおける点線Ａの座標値である。
【００２８】
　次に、左右反転処理部１６は、まず、図３（Ｃ）に示すように、図形用プレーンメモリ
１５ａの図形データに左右反転処理を実行するので、文字列Ｇ２は鏡文字になる。左右反
転処理部１６は、前記の文字列指定領域に係る座標値に基づき、左右反転処理後の領域Ａ
’を特定し、図３（Ｄ）に示すように、特定した領域内Ａ’の図形データに再度左右反転
処理を実行する。この場合、特定した領域内Ａ’の文字列全体に対して再度左右反転処理
を実行する。
　なお、映像用プレーンメモリ１５ｂには、図３（Ｅ）に示すように、話者Ｓの映像デー
タが展開されている。
【００２９】
　データ重畳部１８は、図３（Ｆ）に示すように、図形用プレーンメモリ１５ａの図形デ
ータ（図３（Ｄ）参照）、及び、映像用プレーンメモリ１５ｂの映像データ（図３（Ｅ）
参照）を重畳する。なお、重畳後のデータは、プレーンメモリ１５に展開されるものとす
る。そして、重畳後のデータに、更に、マイク１２が出力した音声データを重畳し、送信
用データ生成部１９に出力する。
【００３０】
　送信用データ生成部１９は、受信した前記データに前述した送信用処理を施し、送信制
御部２０に出力する。
　送信制御部２０は、ネットワークＩ／Ｆ２１を介して、相手Ｃのテレビ電話装置に、送
信用データを送信する。
【００３１】
　前記データは、相手Ｃのテレビ電話装置において、図２（Ｃ）のように表示される。
　このようにすることで、話者が表示図形を指して通話したり、話者が図形を描画しなが
ら通話する場合、図形を指示／描画する話者の映像と、当該図形の位置が一致する。更に
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、文字列などを描画・表示する場合であっても、鏡文字にならない。それ故、違和感なく
円滑なコミュニケーションが可能になり、相手に話者の状況をリアルに伝達できる。
【００３２】
　ここでは、映像データと、図形データとを合成したデータを送信したが、両データを別
々のストリームデータとして送信してもよく、様々な送信方法を採用することができる。
【００３３】
　（実施例２）
　実施例１では、図形データの左右反転処理を話者Ｓ（送信側）のテレビ電話装置１で実
行したが、送信側のテレビ電話装置１で実行せずに、受信側のテレビ電話装置で実行して
もよい。
　図４は、図形データの左右反転処理を実行しないテレビ電話装置（送信側）１’の機能
ブロック図である。前記ブロック図では、図１の機能ブロック図と、同様の機能を備えた
ブロックには、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００３４】
　１９’は、送信用データ生成部で、プレーンメモリ１５の図形用プレーンメモリ１５ａ
の図形データ、同映像用プレーンメモリ１５ｂの映像データ、領域指定部１７が出力した
、送信話者によって指定された表示領域に係る座標値、マイク１２が出力した音声データ
に基づき、送信用データを生成する。
　図５は、前記送信用データを説明するための概略図であり、５１は、送信用データ生成
部１９’が生成した送信用データ、５１ａは当該送信用データのヘッダ、５１ｂは図形デ
ータ、５１ｃは映像データ、５１ｄは領域指定部１７が出力した、送信話者によって指定
された表示領域に係る座標値を示す。なお、音声データは図示しない
【００３５】
　送信用データ生成部１９’によって生成された送信用データは、送信制御部２０によっ
て、ネットワークＩ／Ｆ２１を介して、相手Ｃのテレビ電話装置に送信される。
【００３６】
　図６は、前記送信用データ（図５参照）を受信するテレビ電話装置２の機能ブロックで
あり、同装置２は、前記送信用データの中から、図形データを抽出し、当該図形データに
実施例１で説明したように左右反転処理を実行する。前記ブロック図では、図１の機能ブ
ロック図と、同様の機能を備えたブロックには、同一の符号を付し、その説明を省略する
。
【００３７】
　２２は、受信制御部で、ネットワークＩ／Ｆ２１を介して、テレビ電話装置１’から送
信された、図５に示す、図形データ、映像データ、図形データ内の図形の領域に係る座標
値などを含む送信用データを受信し、抽出部２３に出力する処理を制御する。
　抽出部２３は、受信制御部２２が出力した前記データを受信し、当該データの中から、
図形データ、映像データ、図形データ内の図形の領域に係る座標値、音声データを抽出す
る。そして、プレーンメモリ１５の図形用プレーンメモリ１５ａに図形データを、同映像
用プレーンメモリ１５ｂに映像データを、左右反転処理部１６’に座標値を出力する。な
お、音声データは、スピーカ（図示せず）に出力される。
【００３８】
　左右反転処理部１６’は、図形用プレーンメモリ１５ａの図形データに左右反転処理を
実行する（図３（Ｃ）参照）。また、前記領域に係る座標値を受信した場合、図形用プレ
ーンメモリ１５ａの図形データにアクセスし、当該領域内の図形データについて、再度、
左右反転処理を実行する（図３（Ｄ）参照）。
【００３９】
　データ重畳部１８’は、図形用プレーンメモリ１５ａの図形データ、及び、映像用プレ
ーンメモリ１５ｂの映像データを重畳し（図３（Ｆ）参照）、モニタ１３（表示画面）に
出力する。
【００４０】
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　実施例１、実施例２で説明したように、本発明に係るテレビ電話装置のブロック構成（
システム）を、必要に応じて変形することは任意である。
　例えば、送信側のテレビ電話装置のみに、左右反転処理部、データ重畳部を設けてもよ
い（実施例１参照）。このようにすれば、受信側のテレビ電話装置は、本発明の機能を備
えていない、通常のテレビ電話装置でよい。
　また、受信側のテレビ電話装置のみに、左右反転処理部、データ重畳部を設けてもよい
（実施例２参照）。
【００４１】
　他にも、送信側のテレビ電話装置に、左右反転処理部を設けて、受信側のテレビ電話装
置に、データ重畳部を設けてもよい。
　もちろん、送信側及び受信側のテレビ電話装置のそれぞれに、左右反転処理部、データ
重畳部を設けてもよい。
【００４２】
　他にも、受信側のテレビ電話装置２の左右反転処理部１６’が、送信側のテレビ電話装
置１’の図形用プレーンメモリ１５ａに記憶された図形データに直接アクセスして、当該
図形データに左右反転処理を実行してもよい。
【００４３】
　更に、テレビ電話装置の図形描画装置１４が、通信相手のテレビ電話装置の図形用プレ
ーンメモリ１５ａに記憶された図形データにネットワークＩ／Ｆ２１を介してアクセスし
て、当該図形データの内容を編集してもよい。例えば、ユーザが、前記テレビ電話装置の
図形描画装置１４を利用して図形○を描画したとする。すると、図形描画装置１４は、当
該図形○が、通信相手のテレビ電話装置の図形用プレーンメモリ１５ａに記憶された図形
データに反映されるように、当該図形データを編集する。
　このように、様々なバリエーションのテレビ電話装置を構成することができる。
【００４４】
　以下、本発明に係るテレビ電話装置を用いた運用例を、図７～図１１を用いて説明する
。
　図７は、高齢者介護において介護者と被介護者が遠方にいてテレビ電話を用いてコミュ
ニケーションする例を示している。
　ここでは、介護者５１は、本発明に係るテレビ電話装置１を使用し、被介護者５２は、
テレビ電話装置１と通信可能な一般的なテレビ電話装置１００を使用しているものとする
。
　被介護者５２の滑舌が悪い、または被介護者５２が難聴である場合、通常のテレビ電話
システムではコミュニケーションをとることが容易ではない。
【００４５】
　そこで、介護者５１が絵、アイコン、文字列を書くことでコミュニケーションを容易に
することができる。例えば、「明日のお弁当はなににしましょう？」と文字列（文章）を
書いて（５３）、再反転領域を指定すると被介護者５２にも読める向きで同じ領域に同じ
文字列が表示される(５４)。さらに画面の左側に魚料理の絵５５を、画面の右側に鶏肉料
理の絵５６を描くと、被介護者５２側の画面の右側に魚料理の絵５７、左側に鶏肉料理の
絵５８が反転されて表示される。被介護者５２が欲しい方、例えば右側の魚料理の絵５７
を指差すと、介護者５１側の画面では、被介護者５２は、左側を指しているので魚料理（
５５）を希望していることが容易にわかる。
【００４６】
　図８は、医者６１と患者６２が遠方にいてテレビ電話を用いてコミュニケーションする
例を示している。
　ここでは、医者６１、患者６２の双方が本発明に係るテレビ電話装置１を利用している
ものとする。例えば、患者６２が治療のため発声できず、筆談を要する場合を想定する。
医者６１が患者６２の状態を確認するために、医者側のテレビ電話装置１に「体温は？」
と文字列を書いて（６３）、再反転領域指定をすると、患者６２にも読める向きで同じ領
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域内に同じ文字列が表示（６４）されるので、患者６２は、医者６１が書いた文字列を容
易に読むことができる。また、患者６２は、それに対し「３６」と書いて（６５）、再反
転領域指定をすると、医者６１にも読める向きで同じ領域内に同じ文字列が表示（６６）
されるので、誤解が生じない。
【００４７】
　図９は、カスタマーサポートとして、顧客がサポートセンターに問い合わせする場合の
例を示している。
　ここでは、サポートセンターのスタッフ７１は、テレビ電話装置１を使用し、顧客７２
は、テレビ電話装置１と通信可能な一般的なテレビ電話装置１００を使用しているものと
する。例えば、サポートセンターが沢山の商品をサポート対象としていた場合、それらの
商品をカメラの前で提示するために全て用意しておくのは効率がよくない。そこで、各商
品を、それぞれ画面に収まるサイズの画像データとしてテレビ電話装置１において管理し
、スタイラスペン等のポインティングデバイス（図示せず）を操作することで画面上に表
示できるものとする。
【００４８】
　左右非対称である商品を表示する際には、再反転領域として指定するか、予め左右反転
された画像を用意する必要がある。これらの商品もしくはその部品をスタッフが画面の左
から右へ並べたとすると（７３、７４、７５）、顧客７２の画面上には右から左に並ぶ（
７６、７７、７８）。スタッフ７１が右から順番に商品を指差しながら説明すると、顧客
７２の画面上では左から右に順に指差している画面が表示されるので、誤解なく商品もし
くは部品を特定できる。
【００４９】
　図１０は、友人同士であたかもガラスを挟んで両側から絵を描いているようにコミュニ
ケーションする場合の例を示している。
　ここでは、友人８１、友人８２の双方がテレビ電話装置１を使用しているものとし、友
人８１が画面中央に富士山の絵８３を描いたとする。友人８２の画面中央には左右反転さ
れた富士山の絵８４が表示される。そこで友人８１が画面左側を指差し、この辺りに太陽
を描いて欲しいと友人８２に依頼する。友人８２の画面では、友人８１が画面右側を指差
している。そこで友人８２は、画面右側に太陽の絵８５を描くと、友人８１の画面では左
側に太陽の絵８６が描かれている。このように位置情報を違和感なく伝えながら絵を完成
させることができる。
【００５０】
　上記の例では、話者、相手自らが図形などを描画する例を示したが、他にも定型文であ
ってもよい。
　図１１は、定型文を用いてコミュニケーションする場合の例を示している。図形描画装
置１４は、テロップ生成表示装置として機能し、画面上における所定の位置から、テロッ
プ等の定型文をスライド表示するものとする。
　ユーザ９１が、テレビ電話装置１の左側に設けられた図形描画装置の、上から１番目の
ボタン９２を押すと、定型文９３がユーザ９８の画面右上部（９４）からスライドして現
れる。さらに、ユーザ９１が上から２番目のボタン９５を押すと、定型文９６がユーザ９
８の画面右上部（９７）からスライドして現れる。このとき、ユーザ９１がテレビ電話装
置１の左側に設けられたボタンを押している映像に合わせて、前記ボタンと同じ高さから
定型文（メッセージ）が現れるため、ユーザ９８にとって違和感なく、相手の定型文を確
認することができる。
【００５１】
　なお、この場合、ユーザの利便性を向上するため、前記画像描画装置は、モニタ１３の
上下左右いずれかに隣接して、隣接する辺の長さがほぼ同一であることが好ましい。定型
文は、スライドして表示されると説明したが、出現方法はスライドではなくても良い。
【００５２】
　これまで左側、右側といった大雑把な位置情報で説明してきたが、指差しがより正確に
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リブレーションすることができる。まず、通話前に話者Ｓの映像をテレビ電話装置１のモ
ニタ１３に左右反転させて鏡面表示させる。話者Ｓは、モニタ１３の左上と右下を指差し
たときにちょうど鏡面表示されている自分の指先がモニタの左上と右下に位置するような
立ち位置を決める。その後、テレビ電話の通話を開始するとより正確に画面上の描画を指
差すことができる。
【００５３】
　前述したように、本発明に係るテレビ電話装置１の通信相手のテレビ電話装置は、本発
明の機能を備えていない通常のテレビ電話装置であってもよいが、両テレビ電話装置で、
描画内容を同期させたり、一方のメモリリソースのみを使用したりする場合には、通信相
手のテレビ電話装置は、本発明の機能を備えているテレビ電話装置１でなければならず、
接続時に双方の機器のプロファイル交換を実行するなどして、相互の認証を行う。
【００５４】
　なお、上記の実施例では、本発明に係るテレビ電話装置と一体に図形描画装置１４を設
けたが（表示画面にタッチセンサを具備して図形描画装置１４を装備した）、図１２に示
すように、外付けにしてもよい。
　また、モニタ１３と図形描画装置１４を一体に構成してもよく、あらゆる表示装置／図
形描画装置を、本発明に係るテレビ電話装置に適用することができる。
　図形描画装置１４に、文字列、図形など入力する手段として様々な装置を使用すること
ができる。例えば、キーボード、マウス、ペンタブレット、空間ポインティングデバイス
（特開平０９－２１２２９９号公報参照）を用いてもよい。また、タッチセンサの変わり
にカメラ１１を利用して図形を描画するようにしてもよい。なお、表示画面と、同じ座標
系に描画できる機能を有する様々なデバイスを使用することもできる。
【００５５】
　他にも、描画した文字列をテキストに変換するいわゆる手書き入力装置（手書き入力ア
プリ）を、本発明に係るテレビ電話装置に設けてもよい。
【００５６】
　また、本発明に係るテレビ電話装置の機能を、ＰＤＡ、携帯型ゲーム機器、ノートパソ
コン、タブレットパソコンなどの携帯型情報処理端末や、デスクトップ型パソコン等の据
置型情報処理装置に適用することもできる。例えば、ＰＤＡに、左右反転処理部１６、領
域指定部１７、データ重畳部１８、送信用データ生成部１９等を設けてもよい。
【符号の説明】
【００５７】
１，１’，２，１００…テレビ電話装置、１１，１０１…カメラ、１２，１０２…マイク
、１３…モニタ、１４…図形描画装置、１５…プレーンメモリ、１５ａ…図形用プレーン
メモリ、１５ｂ…映像用プレーンメモリ、１６，１６’…左右反転処理部、１７…領域指
定部、１８，１８’…データ重畳部、１９…送信用データ生成部、２０…送信制御部、２
１…ネットワークＩ／Ｆ、２２…受信制御部、２３…抽出部、１０３…表示画面。
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